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行政からの

お らせ知
information

山
武
市
木
造
住
宅

　  

耐
震
診
断
補
助
制
度

木
質
資
源
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

活
用
で
森
林
環
境
保
全
に

取
り
組
み
ま
せ
ん
か
！

　

平
成
７
年
１
月
17
日
未
明
に
発
生
し

た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、
犠
牲
者

の
多
く
が
住
宅
・
建
築
物
の
倒
壊
に
よ

る
も
の
で
し
た
。
そ
の
後
も
、
平
成
16

年
の
新
潟
県
中
越
地
震
、
平
成
17
年
の

福
岡
県
西
方
沖
地
震
、
平
成
19
年
７
月

の
新
潟
県
中
越
沖
地
震
が
発
生
す
る
な

ど
大
規
模
な
地
震
が
頻
発
し
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
大
き
な
被
害
を
も
た

ら
す
地
震
か
ら
人
命
・
財
産
を
守
る
た

め
に
は
、住
宅
の
耐
震
化
が
重
要
で
す
。

　

市
で
は
、
平
成
22
年
度
か
ら
木
造
住

宅
の
耐
震
診
断
補
助
制
度
を
始
め
ま
し

た
。

　

こ
れ
を
機
会
に
、
地
震
に
備
え
て
ご

自
宅
の
耐
震
診
断
を
行
っ
て
み
て
は
い

か
が
で
す
か
。

補
助
の
対
象
と
な
る
木
造
住
宅

①
山
武
市
内
に
現
に
あ
る

②�

昭
和
56
年
５
月
31
日
（
建
築
基
準
法

の
旧
耐
震
基
準
）
以
前
に
着
工
さ
れ

た
③
地
上
階
数
が
２
以
下
で
あ
る

④�

木
造
の
一
戸
建
て
住
宅
お
よ
び
併
用

住
宅
（
延
べ
面
積
の
２
分
の
１
以
上

が
居
住
部
分
で
あ
る
こ
と
。）
で
あ

る

補
助
対
象
耐
震
診
断
方
法

　

㈳
千
葉
県
建
築
士
会
ま
た
は
㈳
千
葉

県
建
築
士
事
務
所
協
会
に
所
属
す
る
会

員
で
あ
り
、
千
葉
県
が
開
催
す
る
千
葉

県
既
存
建
築
物
耐
震
診
断
・
改
修
講
習

会
（
木
造
）
講
習
修
了
者
名
簿
に
登
録

さ
れ
た
者
が
「
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断

と
補
強
方
法
（
改
訂
版
）」（
㈶
日
本
建

築
防
災
協
会
発
行
）
に
基
づ
き
行
う
一

般
診
断
法
ま
た
は
精
密
診
断
法
に
よ
る

耐
震
診
断
で
あ
る
こ
と
。

補
助
対
象
者

　

補
助
対
象
木
造
住
宅
に
自
ら
居
住

し
、
所
有
し
て
い
る
こ
と
。

※
市
税
を
滞
納
し
て
い
る
方
は
補
助
を

受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

補
助
金
の
額

　

耐
震
診
断
に
要
し
た
費
用
の
３
分
の

２
以
内
の
額
（
そ
の
額
に
１
，
０
０
０

円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
し
、
６
万
円

を
限
度
と
し
ま
す
。

補
助
金
の
交
付
申
請

　

補
助
を
受
け
る
と
き
に
は
、
耐
震
診

断
を
実
施
す
る
前
に
交
付
申
請
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

※
市
が
交
付
決
定
す
る
前
に
耐
震
診
断

を
行
っ
た
場
合
に
は
、
補
助
金
を
受
け

ら
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　

都
市
整
備
課　

都
市
計
画
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
（80）
１
１
９
１

申  

・  

問

　

平
成
22
年
度
か
ら
市
内
の
住
宅
に
ペ

レ
ッ
ト
や
薪
（
ま
き
）
な
ど
を
利
用
し

た
ス
ト
ー
ブ
や
ボ
イ
ラ
ー
を
購
入
・
設

置
し
た
方
に
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま

す
。

補
助
対
象
機
器　

　

ペ
レ
ッ
ト
ス
ト
ー
ブ
、
薪
（
ま
き
）

ス
ト
ー
ブ
お
よ
び
バ
イ
オ
マ
ス
ボ
イ

ラ
ー

補
助
対
象
者　

　

市
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人

補
助
の
対
象　

　

個
人
に
、
そ
の
購
入
お
よ
び
設
置
に

必
要
な
機
器
本
体
お
よ
び
付
属
部
品
の

一
部
に
つ
い
て
、
１
台
に
限
り
補
助
し

ま
す
。

補
助
の
額　
　
　

　

補
助
金
の
額
は
補
助
対
象
の
２
分
の

１
で
、
上
限
は
ペ
レ
ッ
ト
ス
ト
ー
ブ
、

薪
（
ま
き
）
ス
ト
ー
ブ
は
20
万
円
、
バ

イ
オ
マ
ス
ボ
イ
ラ
ー
は
50
万
円
で
す
。

（
な
お
補
助
金
の
額
の
算
出
に
当
た
っ

て
は
、千
円
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
、

千
円
単
位
と
な
り
ま
す
。）

そ
の
他　
　
　
　

　

予
算
の
範
囲
内
で
の
交
付
と
な
り
ま

す
の
で
、
先
着
順
と
な
り
ま
す
。

　
　

農
林
水
産
課
バ
イ
オ
マ
ス
推
進
室

　
　

☎
（80）
１
２
１
３　
　

（80）
１
３
１
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■
「
千
葉
県
林
地
開
発
行
為
等
の
適
正

化
に
関
す
る
条
例
」
の
施
行

　
「
千
葉
県
林
地
開
発
行
為
等
の
適
正

化
に
関
す
る
条
例
」
が
10
月
１
日
か
ら

施
行
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
乱
開
発
や
無
秩
序
な

林
地
開
発
を
防
ぎ
、
森
林
の
各
種
公
益

的
機
能
が
十
分
に
活
か
さ
れ
る
こ
と
を

目
的
に
制
定
し
ま
し
た
。

　

条
例
の
制
定
に
よ
り
、
林
地
開
発
行

為
を
行
う
場
合
、
各
種
手
続
き
の
義
務

化
や
条
例
違
反
者
に
対
す
る
措
置
命
令

（
小
規
模
に
あ
っ
て
は
勧
告
）
等
の
処

分
規
定
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
　

千
葉
県
農
林
水
産
部
森
林
課

　
　
　

☎
０
４
３（
２
２
３
）２
９
５
５

山
武
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
企
画
振
興
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
（54）
１
１
２
２

問問


